
    

第 125号（2023年 6月） 

 

 

2024年 4月から労働条件明示ルールが変更となる予定です。特に有期雇用労働者に対しての明示が、い

くつか追加されています。その中の１つは、「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」について

があります。今回は、労働条件明示ルールの変更に伴い、事前対応が必要になりそうな有期雇用労働者

の無期転換ルールと現在の労働条件の明示内容について紹介をします。 

 

【無期転換ルール】 

有期労働契約が 5 年を超えて更新された場合に、有期雇用労働者の申込により、期間の定めのない労働

契約（無期労働契約）に転換されます。無期転換の申込があった場合、申込時の有期労働契約が終了す

る日の翌日から無期労働契約となります。会社は、無期転換の申込を拒否する事はできません。 

 

 

    

【対象者】 

準社員、パート、アルバイトの名称関係なく、雇用契約期間に定めのあるすべての労働者が対象です。 

 

【無期転換の申込権】 

① 有期労働契約の通算期間が 5年を超えている 

② 契約の更新回数が 1回以上 

③ 現時点で同一の使用者との間で契約している 

 

【無期転換ルールの特例】 

通常は、同一の事業主との有期労働契約が通算 5 年を超えて更新された場合に無期転換申込権が発生し

ますが、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の場合、無期

労働契約の労働者が定年後、引き続き同一の事業主に有期労働契約の労働者として雇用される際には無

期転換申込権が発生しません。 

ただし、定年後、引き続き有期雇用契約で雇用される労働者でも特例の対象にならない場合があります。 
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⚫ 他の会社で定年退職をして、別会社で有期雇用契約で雇用された場合 

⚫ 同一の事業者のもとで有期雇用労働者として雇用されていた。そして、定年後も有期雇用契約で雇

用されていた場合 

⚫ 有期契約労働者が、会社で定めている定年の年齢を超えた後に無期転換申込をした場合 

（例）60歳定年制の企業で、62歳の時に通算 5年を超える有期契約労働者が無期転換申込をした 

 

 

【通算契約期間のクーリング】 

同一の事業主との間で契約していない期間が一定の長さ以上にわたる場合、その期間が「クーリング期

間」として扱われ、それ以前の契約期間は通算対象から除外します。 

 

 

 

 

【現在の有期雇用の労働条件通知の内容】 

無期雇用労働者に通知する労働条件通知内容のほかに書面の交付等で明示する事項があります。 

 

① 契約期間、更新の有無、更新する場合の基準 

② 昇給の有無 

③ 退職手当の有無 

④ 賞与の有無 

⑤ 相談窓口 

※違反した場合は 10万円以下の過料が課せられる場合があります。 

 

今後、有期雇用労働者を採用する予定、すでに有期雇用労働者を雇用している場合は、早めに雇用して

いる有期雇用労働者の労働条件や契約期間、更新回数、更新時期の確認をして、無期転換後の労働条件

等を検討し、無期転換時に適用される就業規則を整備することをお勧めします。 

 

この 4項目は、雇用契約期間の定めのない 

パート、アルバイトにも通知が必要です 

参考資料：『無期転換ルールハンドブック』 

     『パートタイム・有期雇用労働法のあらまし』 


